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２０１８年１１⽉７⽇

調整⼒及び需給バランス評価等に関する委員会 事務局

電源Ⅱ事前予約の事後検証について

第３４回調整⼒及び需給バランス評価等
に関する委員会 資料３



2本⽇の内容

 第31回の本委員会（2018年7⽉25⽇）において、需給調整市場（三次調整⼒②）創設までの暫定対応とし
て、以下の通り⼀般送配電事業者が電源Ⅱの事前予約を⾏うことを認めることとした。
 事前予約が必要な場合にはスポット市場以降に⾏なうことを原則としつつ、ひっ迫融通に⾄る恐れがあると⼀般
送配電事業者が判断する場合には、事後検証を⾏うことを前提に、スポット市場前に事前予約を⾏なうことを認
める

 また、スポット市場前の事前予約実施の前提条件である事後検証について、「⼀般送配電事業者は、事前予約を
実施した場合には⾃らその量の適切性等について事後検証を実施すると共に、広域機関等において当該検証結果
を厳格にチェックする」こととした。

 今回、これまでに事前予約を⾏った実績があるエリア（中部、四国、九州）の⼀般送配電事業者より提⽰された
以下の内容について、広域機関にて検証を⾏ったので議論いただきたい。

（１）電源Ⅱ事前予約量算出⽅法
（２）スポット市場前の電源Ⅱ事前予約実績の検証結果



3（参考）６．電源Ⅱ事前予約について
～まとめ①～

 事前予約がひっ迫融通を回避した頻度について、スポット市場におけるエリアの売り⼊札が全て約定したコマから分析
すると年間で26〜39⽇であった。

 事前予約が市場に影響を与える頻度とひっ迫融通の発動を回避した頻度について、スポット価格と電源Ⅱの単価の
関係から分析すると市場に影響を与えた可能性があったのは9,472コマであった。
また、スポット市場前の事前予約によりひっ迫融通を回避できた可能性のある⽇は年間で35⽇〜73⽇であった。

 事前予約は市場に影響を与えた可能性があるが、事前予約により調整⼒を確保することでひっ迫融通を回避してい
たと考えられるのではないか。

 再⽣可能エネルギーの導⼊が進んでいくこと、また再⽣可能エネルギーの導⼊が進むと予測誤差が増える傾向を踏
まえると、事前予約を⾏なわなければひっ迫融通を発動する頻度が⾼くなるのではないか。

 これらを踏まえ、需給調整市場(三次調整⼒②)開設までの暫定対応として以下の⽅策があるがどう考えるか。
 事前予約が必要な場合にはスポット市場以降に⾏なうこと(前回委員会案2-3)を原則としつつ、ひっ迫融通
に⾄る恐れがあると⼀般送配電事業者が判断する場合には、事後検証を⾏うことを前提に、スポット市場前に
事前予約を⾏なうこと(前回委員会案2-2)を認める

第31回調整力及び需給バランス評価等に
関する委員会（2018年7月25日） 資料２－１



4（参考）６．電源Ⅱ事前予約について
～まとめ②～

 なお、電源Ⅱの事前予約は調整⼒の追加調達であることから、公平性、透明性が確保される必要がある。こうした
ことから、事前予約は⾃エリアで電源Ⅱ及びⅡʼの登録をしている全ての事業者を対象に、実質的な公募となるよう
な形を速やかに整えて移⾏することとしてはどうか。
（イメージ）
 事前予約を⾏う⼀般送配電事業者は、⾃エリアにおいて電源Ⅱ及び電源Ⅱʼの登録をしている全ての事業者
に対して事前予約を⾏う旨を通知し、併せて、準備が整い次第、HPにおいても公表することで広く事前予約の
実施について周知する

 当該通知を受け取った事業者(電源Ⅱ、Ⅱʼの管理者)は、⼀定の時間内に⼀般送配電事業者に対して提
供可能量及び価格を登録する
※旧⼀般電気事業者は市場⽀配⼒を有することから、価格について⼀定のルールを設ける(機会費⽤ベース
とし、国において議論することとしてはどうか)

 ⼀般送配電事業者は、登録された価格の安価なものから選択し、事前予約を⾏う
 事前予約により確保する量は、上げ調整⼒必要量から電源Ⅰ(7%)容量を控除した量を上限とする
 ⼀般送配電事業者は、事前予約を実施した場合には⾃らその量の適切性等について事後検証を実施すると
共に、広域機関等において当該検証結果を厳格にチェックする

 ⼀般送配電事業者は、予約量及び予約に要した費⽤等の実績及び事後検証結果をHPにおいて公表する

第31回調整力及び需給バランス評価等に
関する委員会（2018年7月25日） 資料２－１



5⽬次

電源Ⅱ事前予約の事後検証

（１）電源Ⅱの事前予約量の算出⽅法

（２）スポット市場前の電源Ⅱの事前予約実績の検証結果



6⽬次

電源Ⅱ事前予約の事後検証

（１）電源Ⅱの事前予約量の算出⽅法

（２）スポット市場前の電源Ⅱの事前予約実績の検証結果



7（１）電源Ⅱの事前予約量の算出⽅法
〜⼀般送配電事業者の事前予約量の算出⽅法〜

 これまでに事前予約を⾏った実績があるエリア（中部、四国、九州）の⼀般送配電事業者の事前予約量の算出⽅
法が以下の通りであることを確認した。

事前予約量
＝上げ調整⼒必要量（各コマのエリア需要予測の７％＋太陽光下振れリスク※１）－電源Ⅰ・電源Ⅰ´※２確保量
 ただし、上式により算出した事前予約量が電源Ⅱ余⼒想定量※３を上回る場合のみに予約

※１ 中部、四国、九州の各エリアは、⾵⼒発電の導⼊量が多くないことから、太陽光下振れリスクのみ考慮
※２ 電源Ⅰ´は厳気象対応に影響を及ぼさない範囲で考慮
※３ ⼀般送配電事業者が、事前予約を判断する時点で余⼒として残ると想定した、エリア内の電源Ⅱの量

・スポット市場前の事前予約においてはスポット市場後、スポット市場以降の事前予約においてはGC後の余⼒を想定
・実需給時点で出⼒調整が可能となる電源Ⅱを考慮

電
源
Ⅰ

電
源
Ⅱ

上げ調整⼒必要量

電源Ⅱ余⼒
想定量

事前予約する 事前予約しない

不⾜

充⾜
事前予約量＞電源Ⅱ余⼒想定量
（電源Ⅱ余⼒想定量が少ない）

事前予約量
電源Ⅱ余⼒
想定量

事前予約量＜電源Ⅱ余⼒想定量
（電源Ⅱ余⼒想定量が多い）

電
源
Ⅰ

電
源
Ⅱ

上げ調整⼒必要量

安価

⾼価

安価

⾼価

予測した
市場価格



8（１）電源Ⅱの事前予約量の算出⽅法
〜広域機関としての評価〜

 ⼀般送配電事業者３社（中部、四国、九州）の電源Ⅱ事前予約量の算出⽅法は、以下の点から現時点で適切
と評価できるのではないか。
 「事前予約により確保する量は、上げ調整⼒必要量から電源Ⅰ容量を控除した量を上限とする」との内容に合致
していること

 厳気象対応に影響を及ぼさない範囲で電源Ⅰ´を控除することで、事前予約量の低減を図っていること
 主に、電源脱落、時間内変動、需要予測誤差に対応するための上げ調整⼒必要量を、暫定的にエリア需要予測
の７％としていること
 ⽇々必要な調整⼒の量の考え⽅は、現時点で明確になっておらず、需給調整市場の創設に向けて検討が進
められているところ

 この検討に合わせて、⽇々の調整⼒の必要量を⾒直していくことになるが、現時点で７％とすることはやむを得な
いのではないか

 再エネの下振れリスク（予測値よりも実績値が下振れし、その分を調整⼒で補わなければならないリスク。中部、四
国、九州の３エリアでは太陽光の下振れリスク）は、過去の実績を統計処理した結果で評価しており、過剰な量と
なっていないこと



9（参考）現在の調整力公募の仕組みと需給調整市場創設後の違い

＜現在の調整力公募＞
 一般送配電事業者が前年度に調整力公募を実施して確保した電源Ⅰと、電源Ⅱの余力を活用して調整を

行う仕組みである。

 電源Ⅰの確保量と一般送配電事業者が調整したインバランス実績は明確であり、そのうち電源Ⅰは年間を
通じて確保することから、電源Ⅱの余力に期待できない残余需要が高い時間帯の上げ調整力必要量を評価
し、一般送配電事業者が必要量を確保している。残余需要の低い時間帯については、電源Ⅰに加えて電源
Ⅱの余力を活用して運用しており、一般送配電事業者が各時間に対し事前に確保している調整力の量は
明確ではない。

＜需給調整市場創設後＞
 需給調整市場創設以降は、基本的には全ての時間においてそれぞれの時間帯毎に必要となる量を「ΔｋＷ」

として市場から調達し、実需給段階においては、予め調達した調整力とGC後の余力を活用して調整を行うこ
ととなる。そのため、需給調整のために事前に確保した調整力の量と費用がΔｋＷとして明確になる。

 なお、実需給時点で出力を調整できる状態の電源等を確保しておくという「ΔｋＷ」を取引・契約する概念は、
最低出力分の電気の扱いを考慮すべき発電機とは異なり、最低出力などがないDRや蓄電池といった新しい
リソースに対してより整合的な概念なのではないか。

第１回需給調整市場検討小委員会
（2018年2月23日） 資料４



10（参考）想定出力帯の違いによる予測誤差のイメージ

 想定出⼒帯による予測誤差の違いのイメージは以下の通り。
 想定出⼒が⾼出⼒帯であるか低出⼒帯であるかによって、実績が上振れするか下振れするかの再エネ予測誤差の
傾向は異なる。

 天候を考慮して必要量を算出する必要があり、想定出⼒値を⽤いて天候区分を模擬する。

想定値
誤差 誤差

想定値

想定値が⾼出⼒の場合
（晴れなど）

想定値が低出⼒の場合
（⾬など）

誤差

想定値

想定値が中出⼒の場合
（曇など）

下振れする可能性の
ある幅が⼤きい

上振れする可能性の
ある幅が⼤きい

上振れ・下振れする可
能性のある幅が同程度

【再エネ出⼒予測誤差のイメージ】

第14回調整力の細分化及び広域調達の技術的課題
に関する作業会（2018年5月14日） 資料３



11（１）電源Ⅱの事前予約量の算出⽅法
〜事前予約しないと確保できない電源〜

 上げ調整⼒必要量から、電源Ⅰ・電源Ⅰ´※確保量と電源Ⅱ余⼒想定量を控除して不⾜が⽣じれば、その量が上
げ調整⼒の不⾜分となる。
※ 電源Ⅰ´は厳気象対応に影響を及ぼさない範囲で考慮

 この不⾜分は、卸電⼒市場で約定することが想定されるので、⼀般送配電事業者が「事前予約しないと確保できな
い電源」となる。

 「事前予約しないと確保できない電源」を確保できない場合、調整⼒が不⾜してひっ迫融通に⾄る恐れがある。

事前予約しないと
確保できない電源

電
源
Ⅰ

電
源
Ⅱ

上げ調整⼒必要量

事前予約する

不⾜

事前予約量
電源Ⅱ余⼒
想定量

安価

⾼価

予測した
市場価格



12（１）電源Ⅱの事前予約量の算出⽅法
〜事前予約と価格との関係〜

安価

⾼価

 第33回制度設計専⾨会合（2018年9⽉20⽇）において、電源Ⅱ（電源Ⅱ´含む）の提供者のうち、旧⼀般
電気事業者は限界費⽤の⾼いユニット（kWh単価の⾼いユニット）から登録し、⼀般送配電事業者はそれらから
事前予約を⾏うこととされた。
※ただし、実需給断⾯では、⼀般送配電事業者は、GC後の電源Ⅱ余⼒を含めて、上げ調整単価（V1）の安価な電源から上げ
調整⼒として活⽤する。

限界費⽤
（卸電⼒市場への
⼊札価格）

必要な量だけ
予約

kWh単価の安価な電源から卸電⼒市場へ
kWh単価の⾼価な電源から事前予約

電
源
Ⅰ

電
源
Ⅱ



13（１）電源Ⅱの事前予約量の算出⽅法
〜事前予約量と上げ調整⼒不⾜分の関係〜

電
源
Ⅰ

電
源
Ⅱ

安価

⾼価

予測した
市場価格

上げ調整⼒必要量

 事前予約はkWh単価の⾼い電源から確保する。
 仮に、不⾜分に相当する量のみを事前予約する場合、卸電⼒市場に供出しても約定しない電源を事前予約するこ
とになり、「事前予約しないと確保できない電源」を確保することができないのではないか。

 したがって、 「事前予約しないと確保できない電源」を確保するには電源Ⅱ余⼒想定量を含めて事前予約する⽅法
（上げ調整⼒必要量から電源Ⅰ・電源Ⅰ´※確保量を控除した量を事前予約する⽅法）が適切ではないか。
※ 電源Ⅰ´は厳気象対応に影響を及ぼさない範囲で考慮

上げ調整⼒の不⾜分のみを
事前予約した場合

事前予約できる

事前予約できないが、約定しない

調整⼒として
確保できる範囲

電源Ⅱ余⼒想定量を含めて
予約した場合

事前予約

調整⼒として
確保できる範囲

電源Ⅱ余⼒
想定量

不⾜

調整⼒として確保できない

不⾜量のみを事前
予約した場合、確
保できる電源

事前予約できずに、約定

調整⼒として確保できる



14

（余 ⽩）



15（参考）第33回制度設計専門会合

出所）第33回制度設計専門会合（2018年9月20日） 資料８ に赤枠追加
http://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/033_08_00.pdf



16（参考）第33回制度設計専門会合

出所）第33回制度設計専門会合（2018年9月20日） 資料８
http://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/033_08_00.pdf



17⽬次

電源Ⅱ事前予約の事後検証

（１）電源Ⅱの事前予約量の算出⽅法

（２）スポット市場前の電源Ⅱの事前予約実績の検証結果



18（２）スポット市場前の電源Ⅱの事前予約実績の検証結果

 これまでに事前予約を⾏った実績があるエリア（中部、四国、九州）の⼀般送配電事業者が８⽉・９⽉での事前
予約の実績を検証したことから、広域機関にて、その結果を検証した。

 なお、その他のエリアは事前予約が⾏われていなかった。



19

 電源Ⅱの事前予約が必要な場合にはスポット市場以降に⾏なうことを原則していたので、スポット市場後に事前予約
した実績を確認した。

 中部エリアでは、スポット市場後に事前予約した実績が、8⽉13⽇以前にはあったが、14⽇以後にはなかった。
※中部エリアではスポット市場後の事前予約量の算出⽅法の⾒直しを慎重に検討していた。その結果、スポット市場前の算出⽅法と
同様なものに８⽉14⽇から⾒直した。

 四国・九州エリアでは、スポット市場後に事前予約した実績がなかった。

（参考）スポット市場後の電源Ⅱの事前予約実績
～８月・９月の事前予約実績～

事前予約実績※１ （参考）事前予約⽇数
８⽉ 522コマ ［83.7％、0.0%］ 13⽇間（１⽇〜13⽇）
９⽉ なし －

事前予約実績 （参考）事前予約⽇数
８⽉ なし －
９⽉ なし －

四国

中部

資料３別紙１〜３ 「電源Ⅱ事前予約検証結果について」をもとに作成

事前予約実績 （参考）事前予約⽇数
８⽉ なし －
９⽉ なし －

九州

※１［ ］内は13⽇以前のコマ総数に対する事前予約したコマの割合と、14⽇以後の予約したコマの割合



20（２）スポット市場前の電源Ⅱの事前予約実績の検証結果
〜８⽉・９⽉の事前予約実績〜

事前予約実績 （参考）事前予約⽇数
８⽉ なし －
９⽉ なし －

事前予約実績※１ （参考）事前予約⽇数
８⽉ 36コマ ［2.4％］ ５⽇間
９⽉ 59コマ ［4.1％］ ７⽇間

四国

中部

 中部・九州エリアでは、スポット市場前に事前予約した実績がなかった。
 四国エリアでは、電源Ⅱの事前予約を⾏わないと上げ調整⼒が不⾜する恐れがある（＝ひっ迫融通に⾄る恐れがあ
る）との判断により、スポット市場前に事前予約した実績があった。

※１ ［ ］内は⽉間のコマ総数に対する事前予約したコマの割合

資料３別紙１〜３ 「電源Ⅱ事前予約検証結果について」をもとに作成

事前予約実績 （参考）事前予約⽇数
８⽉ なし －
９⽉ なし －

九州



21（２）スポット市場前の電源Ⅱの事前予約実績の検証結果
〜電源Ⅱ余⼒想定量を考慮した事前予約実績〜

 四国エリアで「上げ調整⼒必要量－電源Ⅰ確保量※＞０」となったコマ数と、スポット市場前に事前予約したコマ数は、
以下の通りであった。
※四国エリアでは、電源Ⅰ´を公募していないので、電源Ⅰ´確保量＝０

 算出⽅法の通り、「上げ調整⼒必要量－電源Ⅰ確保量＞０」となったコマの全てで事前予約せずに「電源Ⅱ余⼒
想定量」を上回る場合のみに事前予約していたことを確認した。

上げ調整⼒必要量－電源Ⅰ確保量＞０
となったコマ数 ①

上げ調整⼒必要量－電源Ⅰ確保量＞０、
かつ、電源Ⅱ余⼒想定量を上回ったコマ数

（事前予約したコマ数） ②
② ÷ ①

８⽉ 570コマ ［87.6％］ 36コマ ［5.5％］ 6.3％

９⽉ 446コマ ［70.8％］ 59コマ ［9.4％］ 13.2％
※ ［ ］内は8:00~18:30のコマ数（8⽉︓651コマ、９⽉︓630コマ）に対する割合

資料３別紙２「電源Ⅱ事前予約検証結果について」をもとに作成



22（２）スポット市場前の電源Ⅱの事前予約実績の検証結果
〜四国エリアの事前予約実績①〜

８⽉ ９⽉
0:00-10:00 なし なし
10:00-10:30 1 ［3.2%］ 2 ［6.7%］
10:30-11:00 1 ［3.2%］ 4 ［13.3%］
11:00-11:30 2 ［6.5%］ 4 ［13.3%］
11:30-12:00 2 ［6.5%］ 5 ［16.7%］
12:00-12:30 1 ［3.2%］ 5 ［16.7%］
12:30-13:00 1 ［3.2%］ 5 ［16.7%］
13:00-13:30 5 ［16.1%］ 7 ［23.3%］
13:30-14:00 5 ［16.1%］ 7 ［23.3%］
14:00-14:30 5 ［16.1%］ 7 ［23.3%］
14:30-15:00 5 ［16.1%］ 5 ［16.7%］
15:00-15:30 3 ［9.7%］ 4 ［13.3%］
15:30-16:00 2 ［6.5%］ 2 ［6.7%］
16:00-16:30 2 ［6.5%］ 2 ［6.7%］
16:30-17:00 1 ［3.2%］ なし
17:00-24:00 なし なし

 四国エリアでコマ毎に事前予約した実績は以下の通りで、太陽光の下振れリスクが⼤きくなり易い時間帯で事前予約
したことを確認した。

※ ［ ］内は⽉の⽇数に対する事前予約した⽇の割合

＜四国︓時間帯毎の事前予約実施⽇数＞

資料３別紙２「電源Ⅱ事前予約検証結果について」をもとに作成
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23（２）スポット市場前の電源Ⅱの事前予約実績の検証結果
〜四国エリアの事前予約実績②〜

対象⽇ コマ 上げ調整⼒必要量 電源Ⅰ確保量 電源Ⅱ事前予約量
８⽉３⽇ 13:00-13:30 94 35 59
８⽉６⽇ 13:00-13:30 70 35 35
８⽉９⽇ 13:00ｰ13:30 84 35 49
８⽉２３⽇ 13:30-14:00 73 35 38
８⽉２４⽇ 12:30ｰ13:00 118 35 83
９⽉４⽇ 10:30-11:00 61 35 26
９⽉５⽇ 11:30-12:00 92 35 57
９⽉６⽇ 11:00-11:30 116 35 81
９⽉１０⽇ 14:30-15:00 65 35 30
９⽉１１⽇ 11:30-12:00 113 35 78
９⽉１８⽇ 12:30-13:00 138 35 103
９⽉２５⽇ 13:00-13:30 125 35 90

（万kW）

 事前予約した⽇毎に上げ調整⼒必要量が最⼤となったコマの事前予約量は以下の通りであった。
 太陽光発電の前々⽇予測と実績との誤差に基づいて下振れリスクを算定し、最⼤で103万kWを事前予約していた
ことを確認した。

 なお、事前予約量を調整⼒提供者に通知したした場合※、不⾜なく事前予約できたことを確認した。
※ 「上げ調整⼒必要量－電源Ⅰ確保量」が「電源Ⅱ余⼒想定量」を上回る場合のみに通知した。
＜四国︓事前予約実施⽇の上げ調整⼒必要量が最⼤のコマ＞

資料３別紙２「電源Ⅱ事前予約検証結果について」をもとに作成
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25（２）スポット市場前の電源Ⅱの事前予約実績の検証結果
〜四国エリアの事前予約実績と調整⼒発動実績①〜

対象⽇ コマ 上げ調整⼒必要量 上げ調整⼒発動実績※１

（電源Ⅰ・ⅡのkWh実績＋時間内変動） 電源Ⅱ事前予約量

８⽉３⽇ 13:00-13:30 94 -5.7 ［－］ 59
８⽉６⽇ 13:00-13:30 70 24.3 ［34.7%］ 35
８⽉９⽇ 13:00ｰ13:30 84 58.3 ［69.3％］ 49
８⽉２３⽇ 13:30-14:00 73 12.8 ［17.5％］ 38
８⽉２４⽇ 12:30ｰ13:00 118 10.2 ［ 8.7%］ 83
９⽉４⽇ 10:30-11:00 61 2.7 ［ 4.4%］ 26
９⽉５⽇ 11:30-12:00 92 -6.5 ［－］ 57
９⽉６⽇ 11:00-11:30 116 47.6 ［41.0%］ 81
９⽉１０⽇ 14:30-15:00 65 22.2 ［34.2％］ 30
９⽉１１⽇ 11:30-12:00 113 22.8 ［20.1%］ 78
９⽉１８⽇ 12:30-13:00 138 24.6 ［17.8％］ 103
９⽉２５⽇ 13:00-13:30 125 40.8 ［32.6％］ 90

（万kW）＜四国︓上げ調整⼒必要量が最⼤のコマ＞

 事前予約した⽇毎に、上げ調整⼒必要量が最⼤となったコマにおける発動実績は以下の通りであった。
※上げ調整⼒発動実績は、調整電源のkWh実績（電源Ⅰ・Ⅱの「実績ー計画」の合計値）に残余需要の１分値から算定した時
間内変動を加算した値

 電源Ⅱの事前予約は太陽光の下振れに備えたものであること、太陽光の下振れが⽣じない場合があることから、発動
実績にはバラつきが⽣じていた。

※１ ［ ］内は上げ調整⼒必要量に対する上げ調整⼒発動実績の割合
資料３別紙２「電源Ⅱ事前予約検証結果について」をもとに作成



26（２）スポット市場前の電源Ⅱの事前予約実績の検証結果
〜四国エリアの事前予約実績と調整⼒発動実績②〜

対象⽇ コマ 上げ調整⼒必要量 上げ調整⼒発動実績※１

（電源Ⅰ・ⅡのkWh実績＋時間内変動） 電源Ⅱ事前予約量

８⽉３⽇ 16:00-16:30 56 0.4 ［ 0.7%］ 21
８⽉６⽇ 14:30-15:00 55 32.9 ［59.8％］ 20
８⽉９⽇ 14:00-14:30 70 68.4 ［97.7%］ 35
８⽉２３⽇ 11:30-12:00 72 30.3 ［42.1％］ 37
８⽉２４⽇ 13:00-13:30 114 9.9 ［ 8.7%］ 79
９⽉４⽇ 12:00-12:30 51 16.8 ［32.9％］ 16
９⽉５⽇ 10:00-10:30 85 0.6 ［ 0.7％］ 50
９⽉６⽇ 10:30-11:00 112 47.7 ［42.6%］ 77
９⽉１０⽇ 15:00-15:30 62 25.2 ［40.6%］ 27
９⽉１１⽇ 11:30-12:00 113 22.8 ［20.1％］ 78
９⽉１８⽇ 15:00-15:30 88 18.2 ［20.7%］ 53
９⽉２５⽇ 13:00-13:30 125 40.8 ［32.6%］ 90

（万kW）＜四国︓上げ調整⼒必要量に対する上げ調整⼒発動実績が最⼤のコマ＞

 事前予約した⽇毎に、上げ調整⼒必要量に対する発動実績の割合が最⼤となったコマにおける上げ調整⼒発動実
績は以下の通りであった。
※電源Ⅱを事前予約したコマのみを対象。上げ調整⼒の発動実績は、調整電源のkWh実績（電源Ⅰ・Ⅱの「実績ー計画」の合計
値）に残余需要の１分値から算定した時間内変動を加算した値。

 発動実績にはバラつきが⽣じていたが、上げ調整⼒必要量とほぼ同量を発動するコマがあったことを確認した。

※１ ［ ］内は上げ調整⼒必要量に対する上げ調整⼒発動実績の割合
資料３別紙２「電源Ⅱ事前予約検証結果について」をもとに作成



27（２）スポット市場前の電源Ⅱの事前予約実績の検証結果
〜まとめ〜

 ⼀般送配電事業者３社（中部、四国、九州）によるスポット市場前の電源Ⅱの事前予約の実績は以下の点から
適切と評価できるのではないか。
 四国エリアではスポット市場前に事前予約しない場合には調整⼒が不⾜してひっ迫融通に⾄る恐れがある場合に
事前予約していたこと、その発動実績にはバラつきが⽣じているものの上げ調整⼒必要量とほぼ同量を発動するコ
マがあったこと。
※電源Ⅱの事前予約は太陽光の下振れに備えたものであること、太陽光の下振れが⽣じない場合があることから、発動実績には
バラつきが⽣じていた

 中部・九州エリアでは事前予約の実績がなかったが、実需給時点では電源Ⅱ余⼒と電源Ⅰを活⽤することにより、
ひっ迫融通に⾄らなかったこと。

 スポット市場前の事前予約の実績について、検証では特に問題が認められなかった。そこで、今後は、数ヶ⽉程度の
⼀定期間の実績を集約して、本委員会で報告することとしたい。



28（参考）「電源Ⅱの事前予約が実質的に公募となるような形」の整備状況

 「電源Ⅱの事前予約は調整⼒の追加調達であることから、公平性、透明性が確保される必要があることから、事前予
約は⾃エリアで電源Ⅱ及びⅡʼの登録をしている全ての事業者を対象に、実質的な公募となるような形を速やかに整
えて移⾏すること」としていた。
 事前予約を⾏う⼀般送配電事業者は、⾃エリアにおいて電源Ⅱ及び電源Ⅱʼの登録をしている全ての事業者に対
して事前予約を⾏う旨を通知し、併せて、準備が整い次第、HPにおいても公表することで広く事前予約の実施につ
いて周知する

 ⼀般送配電事業者は、予約量及び予約に要した費⽤等の実績及び事後検証結果をHPにおいて公表する

 中部・四国・九州エリアの⼀般送配電事業者は以下の通りに対応していることを確認した。
 中部・四国エリアは、電源Ⅱの事前予約の有無と、事前予約の量をHPで公表している
※中部エリアは８⽉１６⽇から、四国エリアは９⽉２６⽇から公表している

 四国エリアは、事前予約の実績があったことから事前予約量の実績をHPで公表している
※８⽉以降の実績を１１⽉２⽇から公表している

 九州エリアは、事前予約しなかったことから、現時点ではHPで公表していない
※事前予約が必要になった場合、それ以降、HPで公表する予定である


